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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カートンブランクを組み立てる方法であって、
　該カートンブランクは、
　第１の側部パネルと、
　底部パネルと、
　第１の横方向折り線で前記底部パネルに折り曲げ可能に連結される第２の側部パネルと
、
　第２の横方向折り線で前記第１の側部パネルに折り曲げ可能に連結される第１の上部パ
ネルと、
　第３の横方向折り線で前記第２の側部パネルに折り曲げ可能に連結される第２の上部パ
ネルと、
　前記底部パネルの第１の端部にある第１の底端部パネルと、
　前記底部パネルの第２の端部にある第２の底端部パネルと、
　第１の長手方向折り線で前記第１の上部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第１の上部フラップであって、第１の斜め折り線で互いに連結される
一対の第１の上部フラップ部分を含む、少なくとも１つの第１の上部フラップと、
　第２の長手方向折り線で前記第１の上部パネルの第２の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第２の上部フラップであって、第２の斜め折り線で互いに連結される
一対の第２の上部フラップ部分を含む、少なくとも１つの第２の上部フラップと、
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　第３の長手方向折り線で前記第２の上部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第３の上部フラップであって、第３の斜め折り線で互いに連結される
一対の第３の上部フラップ部分を含む、少なくとも１つの第３の上部フラップと、
　第４の長手方向折り線で前記第２の上部パネルの第２の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第４の上部フラップであって、第４の斜め折り線で互いに連結される
一対の第４の上部フラップ部分を含む、少なくとも１つの第４の上部フラップと、
を備え、
　前記方法は、
　前記第１の斜め折り線で前記一対の第１の上部フラップ部分を折り曲げると共に、前記
第２の斜め折り線で前記一対の第２の上部フラップ部分を折り曲げるステップと、
　前記第３の斜め折り線で前記一対の第３の上部フラップ部分を折り曲げると共に、前記
第４の斜め折り線で前記一対の第４の上部フラップ部分を折り曲げるステップと、
　前記第２の上部パネルの一部を、少なくとも１つの引き裂きストリップに隣接する前記
第１の上部パネルの一部に固定するステップと、
　前記第２の横方向折り線に関して前記第１の側部パネルに対して前記第１の上部パネル
を折り曲げるステップと、
　前記第１の横方向折り線に関して前記底部パネルに対して前記第２の側部パネルを折り
曲げるステップと、
　筒状構造を形成するように前記カートンブランクを糊付けするステップであって、該糊
付けするステップは、前記第２の上部パネルの一部を、前記少なくとも１つの引き裂きス
トリップに隣接する前記第１の上部パネルの一部に固定するステップを含む、糊付けする
ステップ、及び
　少なくとも前記第１の上部パネル及び前記第２の上部パネルから上部パネルを形成する
ステップであって、該形成するステップは、前記第２の上部パネルの一部を、前記少なく
とも１つの引き裂きストリップに隣接する前記第１の上部パネルの一部に固定するステッ
プを含む、形成するステップ、
を含み、
　前記筒状構造を形成するようにカートンブランクを糊付けするステップは、
　前記第２の上部パネルに前記第１の上部パネルを接着するステップと、
　前記一対の第３の上部フラップ部分に前記一対の第１の上部フラップ部分を接着するス
テップ、及び
　前記一対の第４の上部フラップ部分に前記一対の第２の上部フラップ部分を接着するス
テップ、
を含む、カートンブランクを組み立てる方法。
【請求項２】
　前記第１の長手方向折り線及び前記第３の長手方向折り線それぞれに関して前記上部パ
ネルに対して前記少なくとも１つの第１の上部フラップ及び前記少なくとも１つの第３の
上部フラップを折り曲げるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カートンブランクは、
　第５の長手方向折り線で前記第１の側部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第１の側部パネルフラップと、
　第６の長手方向折り線で前記第１の側部パネルの第２の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第２の側部パネルフラップと、
　第７の長手方向折り線で前記第２の側部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第３の側部パネルフラップと、
　第８の長手方向折り線で前記第２の側部パネルの第２の端部に折り曲げ可能に連結され
る少なくとも１つの第４の側部パネルフラップと、
をさらに備え、
　前記第１の底端部パネルは、第９の長手方向折り線に沿って前記底部パネルに折り曲げ
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可能に連結され、
　前記第２の底端部パネルは、第１０の長手方向折り線に沿って前記底部パネルに折り曲
げ可能に連結される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第５の長手方向折り線に関して前記第１の側部パネルに対して前記少なくとも１つ
の第１の側部パネルフラップを折り曲げるステップ、及び
　前記第７の長手方向折り線に関して前記第２の側部パネルに対して前記少なくとも１つ
の第３の側部パネルフラップを折り曲げるステップ、
をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの第１の側部パネルフラップは、第５の斜め折り線で互いに連結さ
れる一対の第１の側部パネルフラップ部分を含み、
　前記少なくとも１つの第３の側部パネルフラップは、第６の斜め折り線で互いに連結さ
れる一対の第３の側部パネルフラップ部分を含み、
　前記第５の長手方向折り線に関して前記第１の側部パネルに対して前記少なくとも１つ
の第１の側部パネルフラップを折り曲げるステップは、前記第５の斜め折り線に関して前
記一対の第１の側部パネルフラップ部分の一方を折り曲げるステップを含み、
　前記第７の長手方向折り線に関して前記第２の側部パネルに対して前記少なくとも１つ
の第３の側部パネルフラップを折り曲げるステップは、前記第６の斜め折り線に関して前
記一対の第３の側部パネルフラップ部分の一方を折り曲げるステップを含む、請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　前記第９の長手方向折り線に沿って前記底部パネルに対して前記第１の底端部パネルを
折り曲げるステップ、及び
　前記少なくとも１つの第１の上部フラップ及び前記少なくとも１つの第３の上部フラッ
プに前記第１の底端部パネルを糊付けするステップ、
をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の長手方向折り線及び前記第３の長手方向折り線それぞれに関して前記上部パ
ネルに対して前記少なくとも１つの第１の上部フラップ及び前記少なくとも１つの第３の
上部フラップを折り曲げて、前記筒状構造の第１の端部を閉じるステップをさらに含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記筒状構造の第２の端部を少なくとも部分的に閉じるステップをさらに含む、請求項
７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の長手方向折り線及び前記第３の長手方向折り線それぞれに関して前記上部パ
ネルに対して前記少なくとも１つの第１の上部フラップ及び前記少なくとも１つの第３の
上部フラップを折り曲げた後に、前記筒状構造に複数の容器を装填するステップをさらに
含む、請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、包括的には、容器の取り扱い及び運搬用のカートンに関し、詳細には、液密
又は耐漏れ性機能部を有するカートンに関する。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２００８年５月８日付けで出願された仮出願第６１／０５１，４７４号及び２
００８年８月４日付けで出願された仮出願第６１／１３７，８６５号の利益を主張し、上
記出願の全内容が参照により本明細書に援用される。
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【発明の概要】
【０００３】
　一態様によれば、カートンが、第１の側部パネル、底部パネル、第２の側部パネル、第
１の端部パネル、第２の端部パネル、及び複数のガセットを備える。底部パネルの各隅部
に１つのガセットが位置付けられ、カートンの隅部を封止又は閉鎖するように隣接する側
部パネルと端部パネルとの間に配置されてそれらに折り曲げ可能に連結される。
【０００４】
　別の態様によれば、上部パネルを開くことができ、開いた上端部を通して、氷、冷水、
追加の容器、及び／又は他の物品をカートンに入れることができる。カートンの内部体積
を用いて、溶けた氷から生じる水、復水、他の液体等の液体、及び例えば廃物等の物品、
並びに粒子状物質等を保持することができる。
【０００５】
　別の態様によれば、カートンであって、第１の側部パネルと、第２の側部パネルと、上
部パネルと、底部パネルと、第１の端部パネルと、第２の端部パネルと、第１の端部パネ
ル、上部パネル、及び第２の端部パネルに延びる第１の引き裂き線と第２の引き裂き線と
の間に画定される少なくとも１つの引き裂きストリップを含むカートン開封機能部とを含
むカートンが設けられる。任意選択的に、第１の上部パネル端部フラップが、第１の折り
線に沿って上部パネルに連結されることができ、第１の底部パネル端部フラップが、第２
の折り線に沿って底部パネルに連結されることができる。さらに任意選択的に、第１の上
部パネル端部フラップの少なくとも一部が、第１の端部パネルにおいて第１の底部パネル
端部フラップの少なくとも一部に重ねて配置されることができる。さらに、少なくとも１
つの引き裂きストリップは、第１の上部パネル端部フラップに延びて第１の底部パネル端
部フラップには延びない第１の引き裂きストリップを含む。またさらに、第２の上部パネ
ル端部フラップが、第３の折り線に沿って上部パネルに連結されることができ、第２の底
部パネル端部フラップが、第４の折り線に沿って底部パネルに連結されることができる。
さらには、第２の上部パネル端部フラップの少なくとも一部が、第２の端部パネルにおい
て第２の底部パネル端部フラップの少なくとも一部に重ねて配置されることができ、少な
くとも１つの引き裂きストリップは、第２の上部パネル端部フラップに延びて第２の底部
パネル端部フラップには延びない第２の引き裂きストリップを含む。
【０００６】
　別の態様によれば、ブランクから形成されるカートンが提供される。カートンは、第１
のパネル及び第２のパネルを備える第１の側と、第２の側と、第３の側と、第４の側と、
第５の側と、第６の側と、少なくとも１つのフィンガフラップによって分離される第１の
引き裂きストリップ及び第２の引き裂きストリップを含むカートン開封機能部とを含む。
第１の引き裂きストリップは、第１の引き裂き線と第２の引き裂き線との間に画定され、
第１の引き裂き線及び第２の引き裂き線は、第１の側及び第５の側に延びる。第２の引き
裂きストリップは、第３の引き裂き線と第４の引き裂き線との間に画定され、第３の引き
裂き線及び第４の引き裂き線は、第１の側及び第６の側に延びる。任意選択的に、カート
ンは複数の円筒形容器を包囲することができる。
【０００７】
　別の態様によれば、カートンを組み立てる方法が提供される。本方法は、表側及び裏側
を有するカートンブランクを設けるステップを含む。カートンブランクは、第１の側部パ
ネルと、底部パネルと、第１の横方向折り線で底部パネルに折り曲げ可能に連結される第
２の側部パネルとを含む。第１の上部パネルが、第２の横方向折り線で第１の側部パネル
に折り曲げ可能に連結され、第２の上部パネルが、第２の側部パネルに折り曲げ可能に連
結される。第１の底端部パネルが、底部パネルの第１の端部にあり、第２の底端部パネル
が底部パネルの第２の端部にあり、少なくとも１つの第１の上部フラップが第１の長手方
向折り線で第１の上部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結される。少なくとも１つ
の第１の上部フラップは、第１の斜め折り線で連結される一対の第１の上部フラップを含
み、少なくとも１つの第２の上部フラップが、第２の長手方向折り線で第１の上部パネル
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の第２の端部に折り曲げ可能に連結される。少なくとも１つの第２の上部フラップは、第
２の斜め折り線で連結される一対の第２の上部フラップを含み、少なくとも１つの第３の
上部フラップが、第３の長手方向折り線で第２の上部パネルの第１の端部に折り曲げ可能
に連結される。少なくとも１つの第３の上部フラップは、第３の斜め折り線で連結される
一対の第３の上部フラップを含み、少なくとも１つの第４の上部フラップが、第４の長手
方向折り線で第２の上部パネルの第２の端部に折り曲げ可能に連結され、第４の斜め折り
線で連結される一対の第４の上部フラップを含む、少なくとも１つの第４の上部フラップ
を有する。
【０００８】
　本方法は、第１の斜め折り線で第１の上部フラップの対を折り曲げると共に、第２の斜
め折り線で第２の上部フラップの対を折り曲げるステップ、第３の斜め折り線で第３の上
部フラップの対を折り曲げると共に、第４の斜め折り線で第４の上部フラップの対を折り
曲げるステップ、第２の横方向折り線に関して第１の側部パネルに対して第１の上部パネ
ルを折り曲げるステップ、及び第１の横方向折り線に関して底部パネルに対して第２の側
部パネルを折り曲げるステップを含む。任意選択的に、本方法は、第１の横方向折り線に
関して第２の側部パネルを折り曲げた後に、筒状構造を形成するようにブランクを糊付け
するステップ、及び第１の上部パネル及び第２の上部パネルから上部パネルを形成するス
テップを含むことができる。また任意選択的に、筒状構造を形成するようにブランクを糊
付けするステップは、第２の上部パネルに第１の上部パネルを接着するステップ、第３の
上部フラップの対に第１の上部フラップの対を接着するステップ、及び第４の上部フラッ
プの対に第２の上部フラップの対を接着するステップを含むことができる。さらに、本方
法は、第１の長手方向折り線及び第３の長手方向折り線に関して上部パネルに対して少な
くとも１つの第１の上部フラップ及び少なくとも１つの第３の上部フラップを折り曲げる
ステップを含むことができる。さらにまた、カートンブランクは、第５の長手方向折り線
で第１の側部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結される少なくとも１つの第１の側
部パネルフラップと、第６の長手方向折り線で第１の側部パネルの第２の端部に折り曲げ
可能に連結される少なくとも１つの第２の側部パネルフラップと、第７の長手方向折り線
で第２の側部パネルの第１の端部に折り曲げ可能に連結される少なくとも１つの第３の側
部パネルフラップと、第８の長手方向折り線で第２の側部パネルの第２の端部に折り曲げ
可能に連結される少なくとも１つの第４の側部パネルフラップとをさらに備えることがで
き、第１の底端部パネルは、第９の長手方向折り線に沿って底部パネルに折り曲げ可能に
連結され、第２の底端部パネルは、第１０の長手方向折り線に沿って底部パネルに折り曲
げ可能に連結される。さらには、本方法は、第５の長手方向折り線に関して第１の側部パ
ネルに対して少なくとも１つの第１の側部パネルフラップを折り曲げるステップ、及び第
７の長手方向折り線に関して第２の側部パネルに対して少なくとも１つの第３の側部パネ
ルフラップを折り曲げるステップを含むことができる。またさらには、少なくとも１つの
第１の側部パネルフラップは、第５の斜め折り線で連結される一対の第１の側部パネルフ
ラップを含むことができ、少なくとも１つの第３の側部パネルフラップは、第６の斜め折
り線で連結される一対の第３の側部パネルフラップを含むことができる。
【０００９】
　本方法は、第５の斜め折り線に関して第１の側部パネルフラップの対の一方を折り曲げ
るステップ、及び第６の斜め折り線に関して第３の側部パネルフラップの対の一方を折り
曲げるステップを含むことができる。また、本方法は、第９の長手方向折り線に沿って底
部パネルに対して第１の底端部パネルを折り曲げるステップ、並びに少なくとも１つの第
１の上部フラップ及び少なくとも１つの第３の上部フラップに第１の底端部パネルを糊付
けするステップを含むことができる。さらに、本方法は、第１の長手方向折り線及び第３
の長手方向折り線に関して底部パネルに対して少なくとも１つの第１の上部フラップ及び
少なくとも１つの第３の上部フラップを折り曲げて、カートンの第１の端部を閉じるステ
ップを含むことができる。さらにまた、本方法は、筒状構造の第２の端部を少なくとも部
分的に閉じるステップを含むことができる。本方法は、筒状構造に複数の容器を装填する
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ステップも含むことができる。
【００１０】
　また別の態様によれば、カートンの底部受け部が、カートンの底部パネルより上方に延
びてそれより下方には糊又は他の接着剤によって封止された継ぎ目がない高さを有するよ
うに構成され得る。したがって、底部受け部は液密であり得る。
【００１１】
　本開示の他の態様、特徴及び詳細は、図面と組み合わせた以下の詳細な説明の参照及び
添付の特許請求の範囲からより完全に理解することができる。
【００１２】
　一般的慣行によれば、後述する図面の種々の特徴は、必ずしも一定の縮尺で描かれてい
ない。図面における種々の特徴及び要素の寸法は、本開示の実施形態をより明確に示すた
めに拡大又は縮小されている場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の第１の実施形態によるカートンの形成に用いられるブランクの外側の平
面図である。
【図２】カートンの形成に用いられるブランクの内側の平面図である。
【図３】カートンを組み立てる方法を示す。
【図４】カートンを組み立てる方法を示す。
【図５】カートンを組み立てる方法を示す。
【図６】カートンを組み立てる方法を示す。
【図７Ａ】カートンを組み立てる方法を示す。
【図７Ｂ】カートンを組み立てる方法を示す。
【図８】カートンを組み立てる方法を示す。
【図９】カートンを組み立てる方法を示す。
【図１０】カートンを組み立てる方法を示す。
【図１１】カートンを組み立てる方法を示す。
【図１２】容器が収容されている組み立て済みのカートンを示す。
【図１３】カートンを開くステップの１つを示す。
【図１４】カートンを開くステップの１つを示す。
【図１５】カートンを開くステップの１つを示す。
【図１６】カートンを開くステップの１つを示す。
【図１７】カートンを開くステップの１つを示す。
【図１８】開いたカートンを示す。
【図１９】氷が充填されている開いたカートンを示す。
【図２０】本開示の第２の実施形態によるカートンの形成に用いられるブランクの外側の
平面図である。
【図２１】本開示の第２の実施形態によるカートンの形成に用いられるブランクの内側の
平面図である。
【図２２】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２３】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２４】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２５】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２６】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２７】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２８】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図２９】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図３０】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【図３１】第２の実施形態によるカートンを組み立てる方法を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　対応する部分は、図面を通して対応する参照符号によって示されている。
【００１５】
　例えば飲料缶等の物品の保管及び小出しに適するカートン、及びカートンブランクから
そのようなカートンを組み立てる方法が開示される。カートンは、例えば液体、氷又は他
の冷却材をカートン底部内に収容するのに適した底部受け部を提供する。１つの例示的な
実施形態では、カートン内に保持された飲料容器を冷却するために、カートンの開いた上
部に氷を追加することができる。氷が溶けると、それによって生じる流出水の全部又は一
部が、底部受け部内に保持され得る。
【００１６】
　そのようなカートンに収容され得る物品として、限定はされないが、ペタロイド型ボト
ル容器、飲料缶、ガラス若しくはプラスチックボトル、又はジュース及び他の食品の包装
に用いられるもの等の他の容器が挙げられる。限定ではなく説明のために、以下の開示は
、飲料缶用の容器の状況内でのカートンを説明する。しかしながら、本開示によって例示
される本発明の範囲内で、任意の他の適当な物品が飲料缶の代用品とされる場合がある。
さらに、本明細書において、「端部」、「側部」、「底部」、及び「上部」という用語へ
の言及は、カートンが組み立てられて直立の向きで配置されているときの要素の向き又は
位置を指す。「上方」、「下方」、「垂直」、「水平」、及び「斜め」という用語は、概
して、掲載されている図面に関する要素又は線の場所及び／又は向きを指す。
【００１７】
　次に、同様の参照符号が複数の図を通して同様の部分を示す図面をより詳細に参照する
と、図１は、本開示によるカートンが組み立てられ得るカートンブランク８を示す。ブラ
ンク８の外側面すなわち印刷側面６は、図１に示されており、内側面すなわち非印刷側面
７は、図２に示されている。ブランク８は、横方向中心線ＣＴ及び長手方向中心線ＣＬに
関して対称又はほぼ対称であり得る。したがって、ブランク８の部分的又は完全な対称性
を反映するために、図面中の特定の要素は、同一又は同様の参照符号で示され得る。ブラ
ンク８は、底部パネル１８と、側部パネル１４及び２２と、第１の上部パネル１０と、第
２の上部パネル２６とを備える。底部パネル１８は、横クリーズ１６及び２０にそれぞれ
沿って側部パネル１４及び２２に折り曲げ可能に連結される。同様に、側部パネル１４は
、横クリーズ１２に沿って第１の上部パネル１０に折り曲げ可能に連結され、側部パネル
２２は、横クリーズ２４に沿って第２の上部パネル２６に折り曲げ可能に連結される。ブ
ランク８は、長手クリーズ４８及び３６にそれぞれ沿って底部パネル１８に折り曲げ可能
に連結される端部パネル１７４及び９４も含む。端部パネル１７４は、切れ目入りクリー
ズ１７０によって分離される下方部分１６８及び上方部分１７２を有する。一対の部分切
り抜き部１７６、１７８が、端部パネル１７４の上方部分１７２に形成される。同様に、
実質的に端部パネル１７４の鏡像である端部パネル９４は、切れ目入りクリーズ９０によ
って分離される下方部分８８及び上方部分９２を含む。図示のように、一対の部分切り抜
き部９６、９８が、上方部分９２に形成される。
【００１８】
　ガセットフラップ１８０が、長手クリーズ４６に沿って側部パネル１４に折り曲げ可能
に連結される。ガセットフラップ１８０は、以下で詳述するようにカートンが組み立てら
れたときにガセットを形成するための斜め二重スコア線１６２を有する。同様に、ガセッ
トフラップ１００が、長手クリーズ３４に沿って側部パネル１４の他端部に連結され、二
重スコア線８２を含む。同じく、ガセットフラップ１８２及び１０２が、長手クリーズ５
０及び３８に沿って側部パネル２２の両端部に連結され、それぞれ二重スコア線１８８及
び１０８を有する。
【００１９】
　上方端部フラップ１４０は、長手クリーズ４６よりもゲージが大きい（すなわち太い）
クリーズ４４に沿って第１の上部パネル１０に折り曲げ可能に連結される。上方端部フラ
ップ１４０は、切り離しスコア１５６、１５８に沿ってガセットフラップ１８０から分離
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されるタブ１５４を含む。タブ１５４は、切れ目入りクリーズ１５２に沿って上方端部フ
ラップ１４０の残りの部分から分離される。上方端部フラップ１４０はさらに、斜め切り
込み線１４６を含み、部分切り抜き部が設けられる。上方端部フラップ６０は、上方端部
フラップ１４０の鏡像であり、切り離しスコアに沿ってガセットフラップ１００から分離
されると共に切れ目入りクリーズ７２に沿ってフラップ６０の残りの部分から分離される
タブ７４を含む。斜め切り込み線６６及び部分切り抜き部７０が、上方端部フラップ６０
に設けられる。同様に、上方端部フラップ２１０及び１３０が、太スコア線５２及び４０
にそれぞれ沿って第２の上部パネル２６に折り曲げ可能に連結される。上方端部フラップ
２１０は、切り離しスコア１９２、１９４に沿ってガセットフラップ１８２から分離され
ると共に切れ目入りクリーズ１９８に沿ってフラップ２１０の残りの部分から分離される
。上方端部フラップ２１０は、斜め切り込み線２０４及び部分切り抜き部２０２を有し、
フラップ１３０は、斜め切り込み線１２４及び部分切り抜き部１２２を有する。糊タブ又
はストリップ２１２が、図１の第２の上部パネル２６の最も右側の縁部に沿って画定され
る。
【００２０】
　開封ストリップ２２０が、一対の離間したジッパ罫２２４及び２２３によって第１の上
部パネル１０を横切って画定される。開封ストリップ２２０は、図示のように上方端部フ
ラップ１４０及び６０も横切ってこれらそれぞれの端部まで延びる。打ち抜き部２４２が
、以下で詳述する目的のために開封ストリップ２２０の中央部分に形成される。
【００２１】
　このように詳述したブランク８を用いて、図２乃至図１２は、ブランク８からカートン
を組み立てる方法を示す。ブランク８の内面を図２に示されるような平面構成で表向きに
して、カートンの組み立てに備えて、上方端部フラップ２１０及び１３０の遠位縁部に沿
って糊が塗布される。続いて、図３に示されるように、上方端部フラップ２１０及び１３
０が、第２の上部パネル２６の上に部分的に重なるように斜め切り込み線２０４及び１２
４に沿って矢印２４０の方向に折り重ねられる。次に、図４に示されるように、上方端部
フラップ１４０及び６０が、第１の上部パネル１０の上に部分的に重なるまで斜め切り込
み線１４６及び６６に沿って矢印２５０の方向に折り重ねられる。場合によっては、折り
重ねたフラップの最も左側の縁部に沿って糊を塗布してもよい。この任意の糊は、カート
ンが組み立てられるときにフラップ２１０及び１３０に塗布されている糊に接着すること
になる。図５を参照すると、次に、第２の上部パネル２６が、側部パネル２２の上に部分
的に重なってフラップ２１０及び１３０に塗布されている糊２５８を露出させるまで、ク
リーズ２４に沿って矢印２６０の方向に内方に折り曲げられる。次に、図５に示されるよ
うに、第２の上部パネル２６の縁部に沿って糊２６０が塗布され得る。この糊は、組み立
てられたカートンの第１の上部パネル１０の縁部２１４に最終的に接着することになる。
【００２２】
　次に、図６に示されるように、縁部２１４が第２の上部パネル２６の縁部２１２に重な
るまで、ブランクがクリーズ１６に沿って矢印２６２の方向に折り曲げられてから、縁部
２１２にあらかじめ塗布された糊２６０のビードが上部パネル１０及び２６を互いに接着
固定して、単体のパネルを形成する。同時に、糊２５８が、上方端部フラップ１４０を上
方端部フラップ２１０に固定すると共に上方端部フラップ６０を上方端部フラップ１３０
に固定して、概ね三角形の端部フラップ２７０を形成する。
【００２３】
　次に、カートンが、クリーズ１２及び２０に沿ってパンタグラフ状に上方に折り曲げら
れることで、カートンの端部が開放される。カートンの開口端部は、その側部がガセット
フラップ１００及び１０２によって、その底部が端部フラップ９４によって、その上部が
三角形の外側フラップ２７０によって囲まれる。カートンの反対端も開いて同様に囲まれ
る。
【００２４】
　このように組み立てられたカートン２８０は、自動包装機において飲料缶が装填されて
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閉じられるように構成される。以下の説明では、一端を閉じた後でカートンに飲料缶が詰
められてもよく、又は両端部を開いたまま飲料缶が詰められてもよく、その後で各端部が
閉じられることが理解されるであろう。各端部の閉鎖は、以下のように進められる。図７
Ａ及び図７Ｂに示されるように、三角形フラップ２７０が、最初に矢印２６４の方向にめ
くって枢動させられることで、組み立てプロセス中に同じく形成された内側三角形フラッ
プ２７２をその矢印（図７Ａ）で示されるように外方に枢動させる。三角形フラップ２７
０をさらに枢動させると、フラップ２７０がカートンの上部に平らに当接し（図７Ｂに示
されるように）、これによってさらに、内側三角形フラップ２７２が外方に延びてカート
ンの開口端部の上部を囲むようになる。カートンの端部がこのように完全に開放されると
、飲料缶がカートンに詰められ得るが、これらの飲料缶は、包装機のセレクタ・分類機構
によって予め分類されている可能性が高い。通常、飲料缶Ｃ（図８）は、包装機の関連の
プッシャ機構によって一群としてカートンの開口端部に押し込まれるが、任意の方法によ
って、又は個別に装填することもできる。
【００２５】
　カートンに飲料缶が詰められると、カートンの開口端部が閉じられ得る。最初に、外側
三角形端部フラップ２７０が、図８の矢印２６６の方向に折り曲げられる。この移動によ
り、内側三角形フラップ２７２が、カートン２８０の開口端部を部分的に覆うまで下方に
枢動する。内側三角形フラップ２７２がこのように位置決めされると、端部パネル１７４
とガセットフラップ１８０及び１８２とをカートンの端部で閉じることができる。より詳
細には、糊等の接着剤が、端部パネル１７４の上方部分１７２に塗布される。続いて、図
９に示されるように、端部パネル１７４が、内側三角形フラップ２７２に向かって矢印２
６８の方向に上方に折り曲げられる。この動きによって、ガセットフラップ１８０及び１
８２も二重スコア線１６２及び１８８にそれぞれ沿って内方に折り畳まれ始める（図９）
。ガセットフラップ１００及び１０２をこのようにして内方に折り曲げることで、途切れ
も糊の継ぎ目もない板紙の連続した途切れない層又はリボンを特徴とするカートンの下方
コーナ部分が得られることが、当業者には理解されるであろう。これはさらに、適切に扱
われる場合に一定量の水又は他の液体を漏らさずに少なくともその下方領域に収容するこ
とができるカートンを形成する。
【００２６】
　図１０に示されるように、端部フラップ１７４が容器の端部の上に重なって、あらかじ
め塗布された糊のビードが内側三角形フラップ２７２に接着するまで、端部フラップ１７
４が動き続け、それに伴ってガセットフラップが内方に折り曲がり続ける。カートンの端
部は、内部に収容されている飲料缶の後ろでこうして閉じられ、カートンの下方コーナ領
域に耐水性ガセットが形成される。
【００２７】
　カートンの端部が閉じられると、外側三角形フラップ２７０が折り下げられたときにこ
のフラップに形成されている部分切り抜き部１５０及び２０２の下になる場所に示されて
いるように、糊又は他の接着剤２００がフラップ１７２に塗布される。続いて、端部フラ
ップ２７０に形成されている部分切り抜き部１５０及び２０２（図１１）に糊２００が係
合して接着するまで、外側三角形フラップ２７０が、このとき同一直線状にあるクリーズ
線５０及び５２に沿って下方に折り曲げられる。カートン２８０の端部は、それにより完
全に閉じられる。カートンの他端部が、内部の飲料缶の周りで同様に閉じられることで、
卸業者及び／又は小売業者への輸送の準備ができた飲料缶のパッケージが得られる（図１
２）。
【００２８】
　図１３乃至図１９は、ユーザが本開示のカートンを開いて、その内部に収容されている
飲料缶へのアクセスを提供すると同時に、缶を低温に保つために缶を覆うように氷を注ぎ
入れることができる氷保持チムニを形成する方法を示す。図１３を参照すると、ユーザは
まず、カートンの閉鎖端部にある外側三角形フラップ２７０の下に自分の指を挿入し、矢
印２９０の方向に引き上げる。ユーザが引き上げ続けると、外側三角形フラップ２７０を
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端部パネルに固定している接着剤が剥がれ始める。より詳細には、図１４に示されるよう
に、糊が塗布されている部分切り抜き部１５０、２０２、１７６、及び１７８が、フラッ
プ２７０を方向２９０に移動させるときに板紙の表面からかなりきれいに外れて、見苦し
い裂け目を防止すると共に、外側三角形フラップを端部から剥がしやすくする傾向がある
。続いて、カートンの他端部の外側三角形フラップが、同様に剥がされて上方に折り曲げ
られる（図１５）。
【００２９】
　図１５に最もよく示されるように、外側三角形フラップ２７０が剥がれると、ユーザは
、開封ストリップ２２０の中央領域に形成されている打ち抜き部２４２に自分の親指を挿
入し得る。続いて、ユーザは、方向２９２に引き上げることで、開封ストリップ２２０が
「開き」始める、すなわちジッパ罫２３４及び２３３に沿ってカートンの上部から開裂し
始めるようにする（図１６）。こうして、カートンは、内部に収容されている飲料缶を露
出させるように開き始める。次に、開封ストリップ２２０の他端部を同様に破り取って（
方向２９４に引っ張って）、内部に収容されている飲料缶にアクセスするためにカートン
の上部を完全に開く（図１７）。カートンの上部が断裂されると、続いて図１８に示され
るようにカートンを開くことができる。このように開かれると、第１の上部パネル１０と
、第２の上部パネル２６と、上方端部フラップ６０、１３０、１４０、及び２１０とが、
飲料缶の上部よりも上方に延びる上向きに開いたチムニ又はスカートを一緒に形成する。
この上向きに開いたチムニ又はスカートには、図１９に示されるように、飲料缶内の飲料
を冷却する氷Ｉを充填することができる。カートンが従来のアイスクーラであるかのよう
に、単に氷をかき分けて缶を掴んでカートンから引き抜くことによって、缶にアクセスし
て缶をカートンから取り出すことができる。
【００３０】
　氷が溶けるにつれて、カートンの下方領域に水が溜まり始める。しかしながら、ガセッ
トの構成により、カートンの下方領域は、カートンから水を漏らし得る糊接合部又は他の
人為的部分（artifacts）によって途切れず中断されない板紙の連続的なリボンによって
画定される。したがって、少なくとも限られた期間の間、カートンは溶けた氷からの水を
保持し、床又は他の支持表面上に漏らすことがない。
【００３１】
　図２０は、本開示の第２の実施形態によるカートン５８０（図３１に示す）の形成に用
いられるブランク３０８の平面図である。ブランク３０８の外側面すなわち印刷側面３０
６は図２０に示されており、内側面すなわち非印刷側面３０７は、図２１に示されている
。ブランク３０８は、横方向中心線ＣＴ及び長手方向中心線ＣＬに関して対称又はほぼ対
称であり得る。したがって、ブランク３０８の部分的又は完全な対称性を反映するために
、図面中の特定の要素は、同一又は同様の参照符号で示され得る。
【００３２】
　ブランク３０８は、底部パネル３１８と、側部パネル３１４及び３２２と、第１の上部
パネル３１０と、第２の上部パネル３２６とを備える。底部パネル３１８は、横クリーズ
３１６及び３２０にそれぞれ沿って側部パネル３１４及び３２２に折り曲げ可能に連結さ
れる。同様に、側部パネル３１４は、横クリーズ３１２に沿って第１の上部パネル３１０
に折り曲げ可能に連結され、側部パネル３２２は、横クリーズ３２４に沿って第２の上部
パネル３２６に折り曲げ可能に連結される。ブランク３０８は、長手クリーズ３４８及び
３３６にそれぞれ沿って底部パネル３１８に折り曲げ可能に連結される端部パネル４７４
及び３９４も含む。端部パネル４７４は、切れ目入りクリーズ４７０によって分離される
下方部分４６８及び上方部分４７２を有する。端部パネル４７４の上方部分４７２には、
糊受容部４７８が形成される。同様に、実質的に端部パネル４７４の鏡像である端部パネ
ル３９４は、切れ目入りクリーズ３９０によって分離される部分３８８及び３９２を含む
。図示のように、糊受容部３９８が３９２に形成される。
【００３３】
　ガセットフラップ４８０が、長手クリーズ３４６に沿って側部パネル３１４に折り曲げ
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可能に連結される。ガセットフラップ４８０は、後述するようにカートンが組み立てられ
たときにガセットを形成するための斜め二重スコア線４６２を有する。同様に、ガセット
フラップ４００が、長手クリーズ３３４に沿って側部パネル３１４の他端部に連結され、
二重スコア線３８２を含む。同じく、ガセットフラップ４８２及び４０２が、長手クリー
ズ３５０及び３３８に沿って側部パネル３２２の両端部に連結され、それぞれ二重スコア
線４８８及び４０８を有する。
【００３４】
　上方端部フラップ４４０は、長手クリーズ３４６よりもゲージが大きい（すなわち太い
）クリーズ３４４に沿って第１の上部パネル３１０に折り曲げ可能に連結される。上方端
部フラップ４４０は、切り離しスコア４５６、４５８に沿ってガセットフラップ４８０か
ら分離されるタブ４５４を含む。タブ４５４は、切れ目入りクリーズ４５２に沿って上方
端部フラップ４４０の残りの部分から分離される。上方端部フラップ４４０はさらに、斜
め切り込み線４４６を含み、部分切り抜き部が設けられる。上方端部フラップ３６０は、
上方端部フラップ４４０の鏡像であり、切り離しスコアに沿ってガセットフラップ４００
から分離されると共に切れ目入りクリーズ３７２に沿ってフラップ３６０の残りの部分か
ら分離されるタブ３７４を含む。斜め切り込み線３６６及び部分切り抜き部３７０が、上
方端部フラップ３６０に設けられる。同様に、上方端部フラップ５１０及び４３０が、太
スコア線３５２及び３４０にそれぞれ沿って第２の上部パネル３２６に折り曲げ可能に連
結される。上方端部フラップ５１０は、切り離しスコア４９２、４９４に沿ってガセット
フラップ４８２から分離されると共に切れ目入りクリーズ４９８に沿ってフラップ５１０
の残りの部分から分離される。上方端部フラップ５１０は、斜め切り込み線５０４及び部
分切り抜き部５０２を有し、フラップ４３０は、斜め切り込み線４２４及び部分切り抜き
部４２２を有する。糊タブ又はストリップ５１２が、図２０の第２の上部パネル３２６の
最も右側の縁部に沿って画定される。
【００３５】
　開封ストリップ５２０が、一対の離間したジッパ罫５２４及び５２３によって第１の上
部パネル３１０を横切って画定される。開封ストリップ５２０は、図示のように上方端部
フラップ４４０及び３６０も横切ってこれらの各端部まで延びる。打ち抜き部５４４が、
後述する目的のために開封ストリップ５２０の中央部分に形成される。
【００３６】
　ブランク３０８は、ブランクのほぼ長手方向中心線ＣＬ上で第１の上部パネル３１０に
断裂可能又は脆弱線５５４を含む。脆弱線５５４は、長手方向折り線５４６、５４８によ
って第１の上部パネル３１０にそれぞれ折り曲げ可能に連結される開封フラップ５５２又
はフィンガアクセス機能部を分離する。横方向引き裂きストリップ５２２、５３２は、開
封フラップ５５２それぞれから、第１の上部パネル３１０を横切り、かつ第１の上部パネ
ルに連結される各第１の上部フラップ３６４、４４４を横切って延びる。図示の実施形態
では、引き裂きストリップ５２２、５３２のそれぞれが、離間した引き裂き線５２３、５
２４、５３３、５３４によって少なくとも部分的に画定される。ブランク３０８及びカー
トン５８０は、本開示から逸脱することなく他の開封機能部を有していてもよい。
【００３７】
　ブランク３０８からカートン５８０を組み立ててカートンの装填を行う例示的な方法を
、図２１乃至図３１を参照して説明する。図２１は、ブランク３０８の内側３０７を示す
。図２２は、第２の上部パネル３２６に連結されている第２の上部フラップ４２０及び第
３の上部フラップ４１６が斜め折り線４２６に関して矢印５４０の方向に折り曲げられる
ことにより、第３の上部フラップ４１６及び第２の上部フラップ４２０が印刷側／外側３
０６を表向きにして位置決めされる最初の組み立てステップを示す。
【００３８】
　図２３を参照すると、第１の上部パネル３１０に連結されている第２の上部フラップ３
６８、４４８及び第３の上部フラップ３７４、４５４が、斜め折り線３６６、４６６に関
して矢印５５０の方向に折り曲げられることにより、第３の上部フラップ４５４、３７４
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及び第２の上部フラップ４４８、３６８が印刷側／外側３０６を表向きにして位置決めさ
れる。
【００３９】
　図２４を参照すると、第２の上部パネル３２６が横方向折り線３２４に関して矢印５６
０の方向に折り曲げられることにより、第２の上部パネル３２６に連結されている第１の
上部フラップ４２６、５０６及び第２の上部パネル３２６の印刷側３０６が表向きになり
、第２の上部パネル３２６に連結されている第２の上部フラップ４２０、５００及び第３
の上部フラップ４１６、４９６の印刷側が裏向きになる。図２４に示されるように、接着
部５１２、５０２、４２２はいずれも、上向きになっており、かつ上部パネル３２６の縁
部から外方に延びる。
【００４０】
　図２５を参照すると、第１の側部パネル３２２及び第１の上部パネル３１０、並びにそ
れらに取り付けられているフラップが、横方向折り線３１６に関して矢印５６２の方向に
折り重ねられる。第１の上部パネル３１０の裏側は、接着剤４２８（図２４に示す）によ
って第２の上部パネル３２６の接着部５１２に接触させられて接着される。第１の上部パ
ネル３１０に連結されている第２の上部フラップ３６８、４４８及び第３の上部フラップ
３７４、４５４は、第２の上部パネル３２６に連結されている第２の上部フラップ４２０
、５００及び第３の上部フラップ４１６、４９６の接着部４３０とそれぞれ位置合わせさ
れる。図２５の部分的に形成された構成では、第１の上部パネル３１０及び第２の上部パ
ネル３２６が貼り合わせられて、カートン５８０の上壁５８２を形成する。重なり合って
接着された第１の上部フラップ３６４、４４４、第２の上部フラップ３６８、４４８、及
び第３の上部フラップ３７４、４５４は、上壁５８２の各端部で各上端部フラップ５８４
、５８８を形成する。重なり合って接着された第１の上部フラップ３６４、４４４及び第
２の上部フラップ３６８、４４８は、上端部フラップ５８４、５８８のそれぞれの第１の
部分５８６、５９２を形成し、接着された第３の上部フラップ３７４、４５４は、上端部
フラップ５８４、５８８の第２の部分５８５（図２６）を形成する。上端部フラップ５８
４、５８８のそれぞれの第１の部分５８６、５９２それぞれと各第２の部分５８５とは、
長手方向折り線３３０の一部と重なり合う横方向折り線３１２、３２４の部分を含む折り
線５９６で互いに折り曲げ可能に連結される。
【００４１】
　ブランク３０８が、底部パネル３１８に対して第１及び第２の側部パネル３２２を上方
に位置決めするように横方向折り線３１６、３１２、３２４に関して折り曲げられること
により、上壁５８２が底部パネル３１８と概ね平行になり、ブランク３０８が全体的に開
口したスリーブ５９４に形成される。部分的に形成されたカートン５８０すなわちスリー
ブ５９４は、内部空間６００を有する。
【００４２】
　図２６に示されるように、上端部フラップの第１の部分５８６、５９２がスリーブ５９
４の上壁５８２と対面関係になり、かつ上端部フラップ５８４、５８８の第２の部分５８
５が上壁５８２から外方に延びるように、上端部フラップ５８４、５８８が折り線５９６
に関して矢印５６４の方向に上方に枢動され得る。スリーブ５９４並びに上端部フラップ
５８４、５８８のこの構成は、概して、カートン５８０の容器装填位置である。スリーブ
５９４の一方又は両方の端部が、上端部フラップ５８４、５８８をカートン装填位置にし
て位置決めされ得ることにより、本開示から逸脱することなく、容器Ｃをスリーブの一方
又は両方の端部からカートンに装填することができる。上端部フラップ５８４、５８８が
容器装填位置にある状態で、１２オンス飲料容器等の容器Ｃが開口スリーブ５９４の内部
空間６００に装填される。図示の実施形態では、カートン５８０は、１２本の１２オンス
飲料容器を収容するようなサイズであるが、本開示から逸脱することなく、他の量、サイ
ズ、及びタイプの容器を収容することができる。
【００４３】
　図２７乃至図３０は、飲料容器Ｃが装填された後にカートン５８０の一端部を閉じる１
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つの例示的な方法を示す。反対側の端部も実質的に同じ方法で閉じることができる。図２
７に示されるように、上端部フラップ５８４、５８８は、上壁５８２及び底部パネル３１
８に対して概ね垂直に位置決めされるように、折り線５９６に関して矢印５６６の方向に
下方に枢動される。図２７の位置では、上端部フラップ５８４、５８８の下方部分５８５
は、カートン５８０の端部を閉じたときにスリーブ５９４の内部空間６００に容器Ｃを保
持する容器保持位置にある。
【００４４】
　図２７及び図２８を参照すると、任意の適当な塗布プロセス（例えば、グルーガン又は
他の適当なディスペンサ）によって、底端部フラップ３８８、４６８の遠位部分３９８に
糊又は他の接着剤が塗布され得る。ガセット４００、４０２、４８０、４８２は、斜め折
り線４０８、４８８に沿って内方に折り曲げられる。ガセット４００、４０２、４８０、
４８２が内方に折り曲げられると、底端部フラップ３８８、４６８は、長手方向折り線３
３０に関して折れ曲がり、上端部フラップ５８４、５８８の第２の部分５８５に向かって
矢印５６８の方向に上方に移動する。遠位部３９８の内側は、上端部フラップ５８４、５
８８の第２の部分５８５（例えば、第３の上部フラップ４１６、４９６の印刷側）に押し
付けられて接着され得る。ガセットのいずれかが、例えば貼り合わせられてもよく、又は
底端部フラップ３８８、４６８に接着されてもよい。
【００４５】
　カートン５８０の端部を部分的に閉じる上昇した底端部フラップ３８８、４６８から上
方に延びる上端部フラップ５８４、５８８の第１の部分５８６、５９２に、糊又は他の接
着剤が塗布されてもよい。上端部フラップ５８４、５８８の第１の部分５８６、５９２は
、底端部フラップ３８８、４６８に接着されるように折り線５９６に関して下方に折り曲
げられる（図３０）。図３１に示されるように、カートン５８０の他端部は、上述のよう
に同様の方法で閉じることができる。代替的に、本開示から逸脱することなく、カートン
５８０は、異なるフラップ／パネル配置及び／又は代替的な閉鎖ステップを有していても
よい。上部フラップ５８４の部分５８６、５８５と、フラップ４６８と、パネル４６０、
４６４、４８６、４９０とが重なって、また上部フラップ５８８の部分５９２、５８５と
、フラップ３８８と、パネル３８０、３８４、４０６、４１０とが重なって、カートンの
各端で端部パネル５９８を形成する。
【００４６】
　カートン５８０には、カートン５８０を完全に閉じる前の任意の時点で物品を装填する
ことができる。図示の実施形態では、カートン５８０には、３×４×１構成で配置された
１２本の概ね円筒形の１２オンス飲料容器Ｃが装填されているが、他のサイズの飲料容器
を代替的な構成で収容するようにカートンを構成することができる。組み立てられたカー
トン５８０は、実質的に平行六面体状である。
【００４７】
　カートン５８０は、断裂線５４４で上部パネル３１０を断裂させることによって開くこ
とができる。断裂線５４４は、例えば、ユーザが断裂線５４４で上部パネル３１０に手又
は指等を押し通すことによって断裂され得る。開封フラップ５５２を掴んで引き裂き線５
３４に沿って引き裂くことによって、引き裂きストリップ５２２、５３２が除去されるこ
とで、上部パネル３１０を開くことができる。カートン５８０は、比較的広い上部開口を
有するように開くことができる。この特徴は、カートン５８０内の容器Ｃへの容易なアク
セスを可能にする。ガセット４８０、４８２は、２００７年１１月２１日付けで出願され
た米国特許出願第１１／９４３，９１５号に図示及び記載されているガセット４８０、４
８２と概ね同様に機能し、上記出願の全内容があらゆる目的で参照により本明細書に援用
される。ガセット４８０、４８２は、’９１５出願に図示及び記載されている受け部５９
０と同様に、組み立てられたカートン５８０内に少なくとも部分的に液密の底部受け部５
９０を部分的に画定し得る。底部受け部５９０は、ブランク３０８の折り曲げられた材料
の連続部分から形成され得る。それより下方には糊付けされた継ぎ目がない受け部５９０
の液密部分の高さは、図３１に高さＨＲとして全体的に示されている。高さＨＲは、例え
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ば、図３１に示される折り線４７０の高さに相当し得る。高さＨＲは、例えば、カートン
５８０の高さの関数として定義され得る。例えば、底部受け部５９０は、カートン２８０
、５８０の高さＨＣの少なくとも約１０％である高さＨＲを有する液密部分を画定し得る
。別の実施形態では、底部受け部２９０、５９０の高さＨＲは、カートン２８０、５８０
の高さＨＣの少なくとも約２０％であり得る。例えば、より多くの又はより少ない予想液
体容積をカートン２８０、５８０内に収容するために、受け部の高さＨＲを増減させても
よい。
【００４８】
　所望であれば、開封後にカートン２８０、５８０にさらなる物品を入れてもよい。例え
ば、容器Ｃが飲料容器である場合、氷が容器Ｃの上から入れられてカートン内部に保持さ
れることで、容器を冷却することができる。氷が溶けるにつれて、カートン２８０、５８
０の底部の受け部２９０、５９０は、溶けた氷から流れ出す水の全部又は一部を保持する
役割を果たす。受け部２９０、５９０は、例えば、これらがなければ糊付けされた継ぎ目
を通して逃げる可能性がある微粒子状物質を閉じ込める役割も果たし得る。カートン２８
０、５８０の輸送又は貯蔵中に１つ又は複数の容器Ｃが損傷を受けた場合、底部受け部２
９０、５９０は、壊れた容器の中身の全部又は一部を保持する役割を果たすことができる
。
【００４９】
　ブランク８、３０８は、例えば、カートン２８０、５８０の底部にある液体が選択され
た時間にわたって底部受け部２９０、５９０内に留まるように、任意の所望の程度の耐水
性材料で構成され得る。したがって、カートン２８０、５８０は、底部受け部２９０、５
９０内に保持されている液体が少なくとも高さＨＲに達するまでカートン２８０、５８０
内に最初に留まるように構成され得る。本発明の原理に従ったカートンは、板紙等の材料
から形成され得る。したがって、長期にわたって水又は他の液体に晒される場合、カート
ン材の部分的浸透性により、カートンは湿ったカートン表面に液体を通過させ得る。本明
細書において、「液密」という用語は一般的に、カートンの、材料の連続部分から形成さ
れた部分、すなわち、液体又は微細粒子状物質が漏れる可能性がある接着継ぎ目がない部
分を定義するために用いられ、したがって、「液密」という用語は、長期にわたって水又
は他の液体に晒されることにより時が経つにつれて部分的に透水性になり得るカートンを
包含する。
【００５０】
　上記実施形態では、カートン２８０、５８０は、３×４×１構成の１２本の１２オンス
容器（図示の缶）Ｃを収容するように記載されている。しかしながら、本発明の原理に従
って構成されたカートン内に、他の配置の容器、パッケージ、物品、及び他の品物も収容
することができる。例えば、本発明の原理に従って構成されたカートンは、４×３×１、
３×６×１、２×４×１、２×５×１等の他の構成で物品を保持するようなサイズ及び形
状であっても、満足な働きをするであろう。ブランク８／３０８の寸法は、例えば、さま
ざまな容器形態を収容するように変更することもできる。例えば、本発明の原理に従って
構成されたカートン内に、１６オンスペタロイド型ボトルが収容されてもよい。
【００５１】
　概して、ブランクは、通常の紙よりも重く硬質であるように、例えば少なくとも約１４
のキャリパを有する板紙から構成され得る。ブランクは、厚紙等の他の材料、又はカート
ンが少なくとも概ね上述のように機能できるようにするのに適した特性を有する任意の他
の材料で構成することもできる。ブランクは、例えば、クレーコートでコーティングする
ことができる。続いて、クレーコート上に製品、広告、及び他の情報又は画像を印刷して
もよい。続いて、ブランクに印刷されている情報を保護するために、ブランクをワニスで
コーティングしてもよい。ブランクの片面又は両面を、例えば防湿層でコーティングして
もよい。ブランクは、選択されたパネル又はパネルセクションに１つ又は複数のシート状
材料を積層又はコーティングすることもできる。
【００５２】
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　本明細書で用いられる「線」という用語は、直線だけでなく、湾曲線、曲線、又は角度
的に変位した線等の他のタイプの線も含む。
【００５３】
　本発明の例示的な実施形態によれば、折り線は、それに沿った折り曲げを容易にする、
ブランクの必ずしも直線状ではないが実質的に線状の任意の破断又は弱化形態であり得る
。本発明の範囲を狭めるためではないが、より詳細には、折り線の例としては、スコア線
、クリーズ線、所望の弱化線に沿って材料の厚さを部分的に貫通する切れ目若しくは一連
の切れ目及び／又は厚さを完全に貫通する切れ目若しくは一連の切れ目、並びにこれらの
例示的な機能部のさまざまな一連の及び／又は重なり合った組み合わせが挙げられる。
【００５４】
　本明細書に提示される説明のために、「破断線」という用語は、ブランクの材料に形成
される切れ目、スコア、クリーズ、切れ目離間線、切れ目入りクリーズ、切れ目入りスコ
ア、それらの組み合わせ、及び他の形態の破断を包括的に指すために用いられ得る。「断
裂可能」破断線は、ブランクの通常の使用又は包装時に断裂されることが意図される破断
線である。断裂可能破断線の例として、切れ目入りクリーズ、切れ目入りスコア、離間切
れ目、スコア、引き裂き線、それらの組み合わせ等が挙げられる。
【００５５】
　本明細書において、「パネル」も「フラップ」も、平坦又は平面状である必要はない。
「パネル」又は「フラップ」は、例えば、複数の相互連結された概ね平坦な又は平面状の
部分を含み得る。上記実施形態は、糊によって貼り合わせられた１つ又は複数のパネルを
有するものとして説明され得る。「糊」という用語は、板紙カートンパネルを所定位置に
固定するために一般的に用いられるすべての接着剤を包含するものとする。
【００５６】
　図示の実施形態では、選択された折り線が、線に沿って折り曲げやすくするために、間
隔を置いた切れ目を含むように示されている。切れ目がカートンの底部受け部部分より下
方又はそれに近接する場合、折り線に沿った漏れを防止するために、１００％未満の切れ
目が使用されるであろう。代替として、受け部部分内又はその付近では、切れ目又はスコ
アが省かれるであろう。
【００５７】
　上記実施形態は、カートンの実施形態の組み立て中に１つ又は複数のパネルを糊によっ
て貼り合わせるものとして説明され得る。「糊」という用語は、カートンパネルを所定位
置に固定するのに一般的に用いられるすべての接着剤を包含するものとする。
【００５８】
　本開示の上記説明は、本開示の種々の実施形態を例示及び説明するものである。本開示
の範囲から逸脱することなく、種々の変更を上記構成に加えることができるため、上記説
明に含まれるか又は添付図面に示されているすべての事項が、限定的な意味ではなく説明
として解釈されることが意図される。さらに、本開示は特許請求の範囲内にある上記実施
形態の種々の変更、組み合わせ及び変形等を包含する。さらに、本開示は、選択された実
施形態のみを図示及び説明しているが、本明細書中に明記されているように、種々の他の
組み合わせ、変更形態、及び環境が本開示の範囲内にあり、上記教示と同等であり、かつ
／又は関連技術分野の技術若しくは知識内にある。さらに、各実施形態の特定の特徴及び
特性を、選択的に交換して、本開示の他の説明された実施形態及び説明されていない実施
形態に適用することができる。
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